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○和歌山市民図書館条例施行規則 

昭和５６年７月１７日 

教委規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山市民図書館条例（昭和５６年条例第９号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員） 

第２条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。 

（利用場所） 

第３条 資料は、所定の場所で利用しなければならない。ただし、館長が必要があると認め、特

に利用の場所を指定したときは、この限りでない。 

（資料の複写） 

第４条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書（別記様式第１号）に必要事項を記載して、

館長に提出しなければならない。 

２ 次に掲げる資料は、複写をすることができない。 

（１）複写した場合に資料を損傷するおそれがあるもの 

（２）技術的に複写が困難なもの 

（３）寄贈又は寄託された資料で、その寄贈等に際し条件として複写を禁止されているもの 

（４）館長が複写することを不適当と認めるもの 

３ 複写により著作権法（昭和４５年法律第４８号）上の問題が生じた場合は、すべて当該複写

の申込みをした者がその責任を負うものとする。 

（マイクロフィルムの複写） 

第５条 マイクロフィルムの複写を依頼しようとする者は、マイクロフィルム複写申込書（別記

様式第２号）に必要事項を記載して、館長に提出しなければならない。 

２ 前条第３項の規定は、マイクロフィルムの複写について準用する。 

（貸出しを受けられる者） 

第６条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）日本国内に住所を有する者 

（２）館長が特に必要があると認めた者 

（貸出し） 

第７条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書（別記様式第３号）に必要事項

を記載して、館長に提出し、利用券（別記様式第４号）の交付を受けなければならない。 

２ 前項の規定により利用券の交付を受けるときは、前条各号に掲げる者であることを証明する

書類を提示しなければならない。 
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３ 第１項の規定による利用券の交付を受けた場合において、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カード（以下「マイナンバーカード」という。）及びその他教育委員会（以下「委員

会」という。）が認めるカード（以下「マイナンバーカード等」と総称する。）に図書館及び

コミュニティセンター図書室の利用券として使用できる機能を登録しようとする者は、利用機

能登録申込書（別記様式第５号）を館長に提出し、当該機能の登録を受けなければならない。 

４ 前項の規定により機能の登録をするときは、マイナンバーカード等及び利用券を提出しなけ

ればならない。 

５ 資料の貸出しを受ける者は、次の各号に掲げる物のいずれかを提示しなければならない。 

（１）第１項に規定する利用券 

（２）和歌山市コミュニティセンター条例施行規則（平成３年教育委員会規則第２１号）第８条

第２項に規定する利用券 

（３）第３項又は和歌山市コミュニティセンター条例施行規則第８条第４項の規定により利用券

機能登録を受けたマイナンバーカード等 

（４）その他利用券に準ずると委員会が認めるもの 

（利用券等の有効期間） 

第８条 利用券の有効期間は、その発行及び登録月の翌月から５年間とする。 

（利用券等に関する届出） 

第９条 利用券の交付を受けた者は、住所、氏名その他利用者登録申込書の記載事項に変更があ

つたときは、速やかに館長に届け出なければならない。 

２ 利用券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。 

（貸出ししない資料） 

第１０条 貴重な資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が必

要があると認めたときは、この限りでない。 

（貸出期間） 

第１１条 資料の貸出期間は、１４日以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、

この限りでない。 

（貸出制限） 

第１２条 同時に貸出しをすることのできる資料の数量は、１人につき１５資料（視聴覚資料は

２資料）以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。 

（自動車文庫） 

第１３条 図書館は、市民の読書活動を推進するため自動車文庫を設置する。 

２ 自動車文庫の利用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

（駐車場の使用料の減免） 
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第１４条 条例第１５条の７において読み替えて準用する和歌山市営駐車場条例（昭和４６年条

例第３９号）第６条の規定により駐車場の使用料を減額又は免除する場合については、和歌山

市営駐車場条例施行規則（昭和４６年規則第２６号の２）第６条の規定を準用する。 

２ 条例第１５条の７において読み替えて準用する和歌山市営駐車場条例第６条の規定により駐

車場の使用料の免除又は減額を受けようとする者は、その自動車を出場させるまでに和歌山市

営駐車場条例施行規則第６条各号に該当することを証する書類を委員会に提示しなければなら

ない。 

３ 駐車場の使用料を減額する場合において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てる。 

（雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則抄 

１ この規則は、昭和５６年７月２８日から施行する。 

附 則（昭和５６年１１月２１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月１３日） 

この規則は、昭和５７年５月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年６月２９日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年４月２７日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年１２月２２日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６２年３月３１日） 

この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年３月３１日） 

この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年６月２４日） 

この規則は、平成３年７月１日から施行する。 

附 則（平成３年９月２０日） 

この規則は、平成３年９月２５日から施行する。 

附 則（平成１０年１月１４日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日） 



4/11 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月１５日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月２６日） 

この規則は、平成１９年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年２月２０日） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１９日） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年９月３０日）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、和歌山市河西ほほえみセンター条例（平成２８年条例第５８号）の施行の日か

ら施行する。 

（施行の日＝平成２９年５月１日） 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の和歌山市民図書館条例施行規則第１３条第１項の規定によ

り交付された利用券は、当分の間、第１３条第１項の規定により交付された利用券とみなす。 

附 則（平成２９年６月３０日）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、和歌山市民図書館条例の一部を改正する条例（平成２９年条例第３６号）の施

行の日から施行する。 

（施行の日＝令和元年１２月１９日） 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の和歌山市民図書館条例施行規則別記

様式第１号から別記様式第３号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。 

附 則（平成３０年７月１７日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１０月２１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１０月２５日） 

この規則は、和歌山市民図書館条例等の一部を改正する条例（令和元年条例第３０号）附則第
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１項第１号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（施行の日＝令和２年４月２４日） 

附 則（令和４年３月１４日） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月８日）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年３月２８日から施行する。 

（第１条の規定の施行に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の利用券機能登録を受けたカードは、

当分の間、本人確認書類を確認後、第７条第１項の規定により交付された利用券として使用す

ることができる。 

附 則（令和７年１１月１１日）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１２月２日から施行する。 

（第１条の規定の施行に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第３号による用紙は、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第７条関係） 

別記様式第４号（第７条関係） 

別記様式第５号（第７条関係） 

 


